
ア
ッ
ピ
ー
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臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て
世
帯

臨
時
特
例
給
付
金
を
支
給

�

福
祉
総
務
課　

７
７
５
―５
１
１
８

�

７
７
５
―９
８
４
６

�
子
ど
も
支
援
課　

７
７
５
―５
１
２
０

�

７
７
４
―５
３
４
２

　
４
月
か
ら
の
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に

伴
い
、
所
得
の
低
い
人
や
子
育
て
世
帯
へ

の
影
響
を
緩
和
す
る
た
め「
臨
時
福
祉
給

付
金
」「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」

を
支
給
し
ま
す
。

臨
時
福
祉
給
付
金

■
支
給
対
象
者

　
平
成
26
年
1
月
1
日
時
点
で
、
上
尾
市

の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
お
り
、

平
成
26
年
度
の
市
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い

な
い
人

こ
の
よ
う
な
人
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん

・
市
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
人
の
扶
養

親
族
な
ど（
扶
養
控
除
対
象
者
、
16
歳
未

満
の
年
少
者
、
青
色
事
業
専
従
者
、
事
業

専
従
者
）

・
生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者
な
ど

■
支
給
額

・
１
人
に
つ
き
１
万
円（
１
回
限
り
）

・
次
の
①
・
②
に
該
当
す
る
人
は
、
１
人

に
つ
き
5
千
円
を
加
算

①
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
、
遺

族
基
礎
年
金
な
ど
の
受
給
者（
平
成
26
年

３
月
分
の
受
給
権
が
あ
り
、
４
月
分
ま
た

は
５
月
分
の
年
金
の
支
払
い
が
あ
る
人
）

②
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手

当
、
特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児
福
祉
手

当
な
ど
の
受
給
者（
平
成
26
年
１
月
分
の

手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
）

■
申
請
方
法

①
支
給
対
象
に
な
る
可
能
性
の
あ
る
人
が

い
る
世
帯
に
、
申
請
書
請
求
は
が
き
を
同

封
し
た
封
書
を
7
月
中
に
送
付

②
世
帯
主
や
家
族
が
、
市
民
税
が
課
税
さ

れ
て
い
る
人
の
扶
養
親
族
な
ど
に
な
っ
て

い
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
、
申
請
書
請
求

は
が
き
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
返
送

③
市
か
ら
申
請
書
が
届
い
た
ら
必
要
事
項

を
記
入
の
上
、
本
人
確
認
書
類（
対
象
者

全
員
分
）、
口
座
振
込
の
た
め
の
預（
貯
）

金
通
帳
の
写
し
を
添
付
し
て
返
送

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

■
支
給
対
象
者

　
平
成
26
年
1
月
1
日
時
点
で
、
上
尾
市

の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
お
り
、

平
成
26
年
1
月
分
の
児
童
手
当（
特
例
給

付
を
含
む
）の
受
給
者
で
、
前
年
の
所
得

が
児
童
手
当
の
所
得
制
限
限
度
額
に
満
た

な
い
人

■
対
象
児
童

　
平
成
26
年
１
月
分
の
児
童
手
当（
特
例

給
付
を
含
む
）の
対
象
と
な
る
児
童

※
臨
時
福
祉
給
付
金
の
対
象
者
お
よ
び
生

活
保
護
制
度
の
被
保
護
者
な
ど
は
対
象
外

で
す
。

■
支
給
額

　
対
象
児
童
１
人
に
つ
き
１
万
円（
１
回
限
り
）

■
申
請
方
法

　

支
給
対
象
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
人

に
、
返
信
用
封
筒
を
同
封
し
た
申
請
書
な

ど
を
７
月
中
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
要

事
項
を
記
入
し
て
返
送

※
公
務
員
の
人
に
は
、
勤
務
先
か
ら
申
請
書

と
児
童
手
当（
特
例
給
付
）受
給
状
況
証
明
書

が
交
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記

入
し
て
期
間
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

両
給
付
金
共
通

■
申
請
受
付

　
８
月
か
ら
受
付
開
始
予
定

※
詳
し
く
は『
広
報
あ
げ
お
』７
月
号
な
ど

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
給
付
金
受
取
方
法

　
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
指
定
口
座
に
入
金

■
制
度
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

　
２
つ
の
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
０
５
７

０
―037
―192（
土・日・祝
日
を
除
く
９
～
18
時
）

！
給
付
金
詐
欺
に
注
意

　
市
職
員
や
厚
生
労
働
省
職
員
な
ど
が
、

Ａ
Ｔ
Ｍ（
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現
金

自
動
預
払
機
）の
操
作
や
手
数
料
な
ど
の

振
り
込
み
を
求
め
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り

ま
せ
ん
。
給
付
を
装
っ
た「
振
り
込
め
詐

欺
」や「
個
人
情
報
の
詐
取
」に
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

【対象者診断チャート】

（注）児童手当の所得制限額は市ホームページをご覧ください。

※基準日は平成２６年１月１日です。当チャートはあくまで一般的な場合を想定しています。

生活保護を受けてい
ますか。

26年度分の市民税は
課税されていますか。

26年度分の市民税が
課税されている人の
扶養親族などですか。

加算対象の基礎年金・
児童扶養手当などを
受給していますか。

臨時福祉
臨時福祉給付金の支給対
象者となる可能性があり
ます。（１万円）

臨時福祉
臨時福祉給付金の支給対
象者となる可能性がありま
す。（加算を含む１万５千円）

子育て世帯
子育て世帯臨時特例給付
金の支給対象者となる可
能性があります。

対象ではありません。
※保護基準の改定で消費
税の負担に対応します。

対象ではありません。

26年１月分の児童手当を受給してい
ますか。

2５年の所得は児童手当の所得
制限額以上ですか。（注）

はい

いいえ いいえ いいえ いいえ

はい はい

はい いいえ

いいえ はい

はい
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9 広報あげお　2014.6　No.963

とき ところ 対象 費用・金額　※記載のないものは「無料」 定員 持ち物内容
申し込み　※記載のないものは「当日、直接会場へ」 問い合わせ

　市では、平成23年₃月に第₅次上尾市総合計画を
策定し、基本構想では「笑顔きらめく “ ほっと ” な
まち　あげお」を将来都市像に掲げ、その実現に向
けて計画的にまちづくりを進めています。
　この前期基本計画が平成27年度で終了することか
ら、その達成状況などを検証するとともに、平成28
年度からの₅年間を計画期間とする後期基本計画を
策定します。
■策定の体制
　さまざまな組織による会議などを経て策定を進め
る他、市民の皆さんの意見を反映できるような体制
を組織していきます。
・総合計画審議会　各分野で優れた識見を有する人
で構成し、市長の諮問に応じて調査・審議し総合計
画について答申します。
・策定委員会と策定プロジェクトチーム　市の職員
で構成し、総合計画の策定に必要な資料収集・調査

検討を行い、基本計画の素案を作成します。
・市民会議　策定委員会と策定プロジェクトチーム
が作成した素案などを基に、市民や各団体の立場か
ら意見や提案をします。
■ “ほっと”なまちあげお市民会議委員を募集
　後期基本計画の策定に当たり、市民会議委員を募
集します。結果は₇月上旬までに応募者全員にお知
らせします。
【任期】₈月（予定）～平成28年₃月　 10人　 市内
に在住・在勤・在学の18歳以上の人　 所定の用
紙（市役所₁階総合案内、各支所・出張所、公民館
にある。市ホームページからもダウンロード可）に
必要事項を記入し、小論文（題目「“ほっと”なまち
を目指して私たちができること」〈800字以内〉）を添
えて、₆月19日㈭まで（必着）に郵送またはファク
ス、メールで行政経営課（〒362－8５01本町3－1－1、
s５0700@city.ageo.lg.jp）へ

上
尾
市
総
合
公
共
交
通
基
本
計
画

を
策
定

�

交
通
防
犯
課　

７
７
５
―５
１
３
８

�

７
７
５
―９
９
２
７

　
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
誰
も
が
快
適

に
移
動
で
き
る
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
構
築
す
る
た
め「
上
尾
市
総
合
公
共
交

通
基
本
計
画
」を
策
定
し
ま
し
た
。

　
「
だ
れ
も
が
笑
顔
で
行
き
交
う
ま
ち

ぐ
る
っ
と
シ
テ
ィ　
あ
げ
お
」を
基
本
理

念
に
、
市
内
循
環
バ
ス＂
ぐ
る
っ
と
く
ん
＂

を
含
め
た
公
共
交
通
を
よ
り
利
用
し
や
す

く
す
る
た
め
の
再
編
を
行
っ
て
い
き
ま

す
。　
【
基
本
施
策
】市
内
循
環
バ
ス
の
再

編
、
民
間
バ
ス
路
線
の
拡
充
、
駅
の
交
通

結
節
機
能
の
強
化
、
タ
ク
シ
ー
の
利
用
促

進
、
公
共
交
通
の
利
便
性
の
向
上
、
自
転

車
施
策
と
の
連
携

ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
を
配
布

�

西
貝
塚
環
境
セ
ン
タ
ー　

７
８
１
―９
１
４
１

�

７
８
１
―９
１
６
６

　
『
上
尾
市
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
』（
７

月
１
日
～
平
成
27
年
６
月
30
日
分
）を
住

ん
で
い
る
地
域（
４
地
域
）の
収
集
日
程
に

合
わ
せ
て
作
成
し
、
地
域
ご
と
に
６
月
中

に
配
布
し
ま
す
。
ル
ー
ル
を
守
っ
て
、
カ

レ
ン
ダ
ー
の
日
程
に
従
い
ご
み
を
出
し
て

く
だ
さ
い
。

第５次上尾市
総合計画
後期基本計画

市民会議委員を　　
　　　募集します

行政経営課  775－3963・ 776－8873

【策定の体制イメージ図】

支
援

総合計画審議会

策定委員会

策定プロジェクトチーム
“ほっと”なまちあげお

市民会議
市　　民

事務局（行政経営課）

市　　長市　議　会 報告
答申 諮問

依頼
パブリックコメント

情報提供 提案

報告

報告

指示

指示

参加
連携

“ほっと”なまち
あげお
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「
弁
財
の
浅
間
塚
」

「
中
分
の
大
山
灯
籠
行
事
」を

市
登
録
文
化
財
に
登
録

�
生
涯
学
習
課　

７
７
５
―９
４
９
６

�

７
７
６
―２
２
５
０

　
市
内
に
存
在
す
る
文
化
財
の
う
ち
、
保

存
・
活
用
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
と

認
め
る
も
の
を
、
市
登
録
文
化
財
に
登
録

し
て
い
ま
す
。

　
３
月
20
日
、「
弁
財
の
浅
間
塚
」を
市
登

録
有
形
民
俗
文
化
財
に
、「
中
分
の
大
山
灯

籠
行
事
」を
市
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
に

登
録
し
ま
し
た
。

●
弁
財
の
浅
間
塚

　
弁
財
一
丁
目
に
あ
る
富
士
山
信
仰
に
由

来
す
る
塚
で
す
。
頂
上
に
あ
る
石
碑
に
よ

り
、
明
治
20
年
代
の
築
造
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
現
在
も
７
月
１
日
に
、
初

山
行
事
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

弁財の浅間塚

●
中
分
の
大
山
灯
籠
行
事

　
中
分
中
組
地
区
で
行
わ
れ
て
い
る
、
大

山
灯
籠
や
石せ
き
尊そ
ん
灯
籠
な
ど
と
い
わ
れ
る
灯

籠
を
立
て
る
行
事
で
す
。
こ
の
行
事
は
神

奈
川
県
伊
勢
原
市
の
大
山
阿あ

夫ふ

利り

神
社
を

信
仰
す
る
大
山
講
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

７
月
下
旬
～
８
月
中
旬
に
、
大
山
の
山
開

き
に
合
わ
せ
灯
籠
が
立
て
ら
れ
ま
す
。

中分の大山灯籠

介
護
保
険
の
認
定
調
査
員
を
募
集

�

高
齢
介
護
課　

７
７
５
―５
１
２
６

�

７
７
６
―８
８
７
２

【
任
期
】７
月
１
日
㈫
か
ら　
【
勤
務
形
態
】

非
常
勤（
週
３
・
４
日
）　

要
介
護
認
定

審
査
の
た
め
の
訪
問
調
査　

介
護
支
援

専
門
員
・
保
健
師
・
看
護
師
・
理
学
療
法

士
・
作
業
療
法
士
・
社
会
福
祉
士
・
介
護

福
祉
士
な
ど
の
資
格
が
あ
る
人　

若
干

名　

調
査
員
登
録
申
請
書（
高
齢
介
護

課
に
あ
る
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、

６
月
19
日
㈭
ま
で
に
直
接
、
高
齢
介
護
課

へ国
民
健
康
保
険
税
の
所
得
申
告

�

保
険
年
金
課　

７
７
５
―５
１
３
６

�

７
７
５
―９
８
２
７

　
国
民
健
康
保
険（
国
保
）税
は
、
国
保
加

入
者
の
前
年
中（
平
成
2５
年
１
月
１
日
～

12
月
31
日
）の
所
得
金
額
な
ど
を
基
に
算

定
し
ま
す
。
所
得
税
や
市
・
県
民
税
を
期

日
ま
で
に
申
告
し
た
人
は
、
そ
の
申
告
内

容
で
算
定
し
ま
す
が
、
申
告
が
済
ん
で
い

な
い
人
は
、
税
務
署
か
市
民
税
課
で
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

　
国
保
税
に
は
、
一
定
所
得
以
下
の
世
帯

に
か
か
る
税
額
を
軽
減
す
る
制
度
が
あ

り
、
軽
減
の
判
定
に
は
世
帯
主
と
加
入
者

全
員
の
前
年
所
得
の
申
告
が
必
要
で
す
。

　
税
法
上
申
告
の
必
要
が
な
い
人（
確
定

申
告
や
市
・
県
民
税
の
申
告
書
な
ど
で
扶

養
者
に
な
っ
て
い
る
配
偶
者
と
16
歳
以
上

の
人
）も
、
国
保
税
の
所
得
申
告
が
必
要

で
す
。
対
象
者
に
は
申
告
書
を
６
月
中
旬

に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
直
接
ま
た
は
郵
送

で
保
険
年
金
課（
〒
362
―８
５
０
１
本
町
３

―１
―１
）へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
告
を
す
る
時
期
に
よ
っ
て
は
国
保
税

の
税
額
が
年
度
途
中
で
変
更
に
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

上
尾
市
自
転
車
の
ま
ち
づ
く
り

基
本
計
画
を
策
定

�

都
市
計
画
課　

７
７
５
―７
６
２
９

�

７
７
５
―９
９
０
６

　
産
・
学
・
官
・
民
協
働
で「
自
転
車
の

ま
ち＂
あ
げ
お
＂」を
目
指
し
、
住
ん
で
良

か
っ
た
・
住
ん
で
み
た
い
と
感
じ
ら
れ
る

魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
む
た
め

「
上
尾
市
自
転
車
の
ま
ち
づ
く
り
基
本
計

画
」を
策
定
し
ま
し
た
。

　
こ
の
計
画
は
、
２
０
２
３
年
度
ま
で
の

10
年
間
を
計
画
期
間
と
し
て「
自
転
車
の

ま
ち＂
あ
げ
お
＂」の
基
本
と
な
る
三
つ
の

目
標
・
ビ
ジ
ョ
ン
と
将
来
像
を
示
す「
基

本
方
針
」や
課
題
解
決
の
た
め
に「
重
点
施

策
」な
ど
を
定
め
た
も
の
で
す
。
今
後
、

目
標
の
実
現
に
向
け
て
各
種
施
策
を
展
開

し
て
い
き
ま
す
。

タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
合
冊
版『
あ
げ
お

く
ら
し
の
ガ
イ
ド
』を
配
布

�

広
報
広
聴
課　

７
７
５
―４
９
１
８

�

７
７
６
―８
８
７
３

　
Ｎ
Ｔ
Ｔ
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
と
上
尾
市
の
行

政
情
報
を
１
冊
に
ま
と
め
て
掲
載
し
た

『
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ　
あ
げ
お
く
ら
し
の
ガ

イ
ド
』を
７
月
か
ら
市
内
の
各
家
庭
に
順

次
配
布
し
ま
す
。

子
ど
も
・
若
者
相
談
セ
ン
タ
ー

相
談
業
務
を
開
始

�

子
ど
も
・
若
者　

７
８
３
―４
９
６
４

�

　
相
談
セ
ン
タ
ー　

７
７
４
―５
３
４
２

　
臨
床
発
達
心
理
士
が
悩
み
を
抱
え
た
若

者
や
そ
の
家
族
を
対
象
に
、
６
月
か
ら
相

談
を
受
け
付
け
ま
す
。　

毎
週
㈫（
祝

日
・
年
末
年
始
を
除
く
）午
前
／
10
～
12

時
、
午
後
／
13
～
16
時　

市
役
所
５

階
相
談
室　

引
き
こ
も
り
、
ニ
ー
ト
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自然学習館  780－1030・ 726－7901
上尾丸山公園管理事務所  781－0163・ 781－0179

上尾丸山公園写真展の
作品募集

₇月₅日㈯～13日㈰　 自然学習館展示ロビー　
【募集作品】上尾丸山公園で撮影した写真 ( 風景・動植
物・人物など素材は問わない。プリントでＡ₄サイズ
以下、₁人₂点まで）　【注意事項】応募者本人が撮影
した未発表作品であること、作品の返却を希望すると
きは₃カ月以内に引き取りに来ること、肖像権は応
募者が了解を得ること　 ₆月₁日㈰～27日㈮に直
接、自然学習館か上尾丸山公園管理事務所へ

ア
ッ
ピ
ー

昨年の応募作品

11 広報あげお　2014.6　No.963

とき ところ 対象 費用・金額　※記載のないものは「無料」 定員 持ち物内容
申し込み　※記載のないものは「当日、直接会場へ」 問い合わせ

　市民の皆さん、こんにちは。市長の島村です。
　じわじわと気温が上がり、夏の足音がすぐそこ
まで聞こえてきましたが、いかがお過ごしでしょ
うか。
　季節外れな話ですが、我がまち“あげお”の伝統文
化や歴史などを知り、地域への愛着を深めていただ
くために作成していた「あげお郷土こどもかるた」が
完成しました。読み札は、市内の小・中学生たち
を中心に応募があった3,829点の力作の中から選ば
れ、また絵札も学校を通じて子どもたちの自由な感
性で生き生きとした絵を描いていただき、“上尾らし
さ”にあふれ、温かみのあるかるたになっています。
　かるたは「歌留多」とも書き、語源はポルトガル語
だそうですが、昔から身近な遊び道具として親し
まれています。市内でも、毎年₁月に「彩の国21世
紀郷土かるた県大会」への出場を懸けたかるた大会

が、上尾市子ども会育成連合会によって開催され、
多くの子どもたちが参加します。この大会では「彩
の国21世紀郷土かるた」が使用されていますが、残
念ながらこのかるたには上尾に関する札はなく、今
回作成した「あげお郷土こどもかるた」が多くの人に
浸透し、“上尾愛”を高める道具として、₁年を通じ
て活用されることを願っています。
　話は変わりますが、去る₅月₅日の「こどもの日」
に合わせて発表された15歳未満の子どもの推計人口
は、前年より16万人少ない1,633万人で33年連続の
減少となりました。一方で、65歳以上の高齢者人口
は3,100万人を超え、₄人に₁人が高齢者という急
速に進む少子高齢社会が現実のものとなっていま
す。日々のニュースを目にするたびに、少子化に歯
止めをかけることはもちろん、世代構成が偏ってい
く中で、子どもから高齢者まで全ての世代が一つに
つながる“世代差のない”まちづくりを目指していく
必要性を感じています。
　全国に1,718もある自治体の中で、上尾市がキラ
リと輝くためのアイデアをいつも考えています。季
節外れですが、幅広い世代をつなげる結び糸とし
て、老若男女が一緒に楽しめる“かるた”にもヒント
があるような気がしています。ぜひ、皆さんのご意
見もお聞かせください。

季節外れですが
市長　島 村　　穰　

な
ど
に
関
す
る
相
談　

お
お
む
ね
1５
～

30
歳
代
の
人
と
そ
の
家
族(

１
人
５0
分
程

度)　

電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
で
子
ど

も
・
若
者
相
談
セ
ン
タ
ー
へ

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
を

�

子
ど
も
支
援
課　

７
７
５
―５
１
２
０

�

７
７
４
―５
３
４
２

　
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
は
、
毎

年
６
月
に
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

現
況
届
は
、
６
月
１
日
現
在
の
状
況（
児

童
の
養
育
状
況
、
所
得
、
加
入
し
て
い
る

年
金
の
種
別
）を
確
認
し
、
引
き
続
き
児

童
手
当
を
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
確
認

す
る
た
め
の
も
の
で
す
。
該
当
者
に
は
６

月
上
旬
に
現
況
届
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、

必
要
事
項
を
記
入
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
現
況
届
の
提
出
が
な
い
と
、
６
月
分

以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。　

６
月
２

日
㈪
～
30
日
㈪
に
、
現
況
届
に
健
康
保
険

証
の
写
し
な
ど
の
必
要
書
類
を
添
付
し
、

同
封
の
返
信
用
封
筒
で
子
ど
も
支
援
課

へ　
※
子
ど
も
支
援
課
ま
た
は
各
支
所
・

出
張
所
の
窓
口
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

ア
ッ
ピ
ー
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介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

な
ど
の
申
請
を

�
高
齢
介
護
課　

７
７
５
―６
４
７
３

�

７
７
６
―８
８
７
２

　
介
護
保
険
負
担
限
度
額
、
特
定
負
担
限

度
額
の
認
定
の
有
効
期
限
は
、
６
月
30
日

㈪
で
す
。
引
き
続
き
認
定
を
希
望
す
る
人

は
、
更
新
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
平

成
2５
年
７
月
～
平
成
26
年
５
月
に
限
度
額

認
定
を
受
け
て
い
る
人
に
は
、
６
月
上
旬

に
案
内
通
知
と
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。

　
新
た
に
申
請
す
る
人
は
申
請
書（
高
齢

介
護
課
に
あ
る
）に
必
要
事
項
を
記
入
し

て
、
直
接
高
齢
介
護
課
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※
申
請
日
を
含
む
月
の
１
日
か
ら
適
用
と

な
り
ま
す
。
６
月
30
日
ま
で
に
申
請
す
る

と
、
７
月
中
に
認
定
結
果
と
認
定
証
が
郵

送
さ
れ
ま
す
。

※
平
成
26
年
度
の
課
税
状
況
な
ど
に
基
づ

い
た
審
査
を
行
う
た
め
、
認
定
さ
れ
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
。

●
介
護
保
険
負
担
限
度
額

本
来
、
全
額
自
己
負
担
す
る
介
護
保
険

施
設
入
所
と
短
期
入
所
の
食
費
と
居
住
費

の
う
ち
、
所
得
に
応
じ
た
負
担
限
度
額
ま

で
を
自
己
負
担
と
し
、
基
準
費
用
額
と
の

差
額
が
介
護
保
険
か
ら
事
業
者
へ
給
付
さ

れ
る
制
度　

本
人
と
世
帯
全
員
が
住
民

税
非
課
税
の
人　
※
合
計
所
得
金
額
と
課

税
年
金
収
入
額
の
合
計
額
に
よ
り
、
負
担

限
度
額
が
異
な
り
ま
す
。
転
居
な
ど
で
世

帯
に
異
動
が
あ
る
人
は
、
年
度
の
途
中
で

も
認
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
介
護
保
険
特
定
負
担
限
度
額

介
護
保
険
負
担
限
度
額
と
同
じ　

平

成
12
年
４
月
１
日
以
前
か
ら
、
高
齢
者
施

策
に
よ
り
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所

し
て
い
る
人
で
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の

人「
経
済
セ
ン
サ
ス（
基
礎
調
査
）」

「
商
業
統
計
調
査
」に
ご
協
力
を

�

総
務
課　

７
７
５
―４
９
８
９

�

７
７
５
―９
８
１
９

�
埼
玉
県
統
計
課　

８
３
０
―２
３
２
４

【
調
査
時
期
】７
月
１
日
㈫（
調
査
票
の
配

布
は
６
月
か
ら
）　

経
済
セ
ン
サ
ス（
基

礎
調
査
）／
事
業
内
容
、
従
業
者
数
、
開

設
時
期
、
組
織
な
ど　
商
業
統
計
調
査
／

商
品
販
売
額
、
売
場
面
積
な
ど
の
事
業
活

動
の
実
態　

経
済
セ
ン
サ
ス（
基
礎
調

査
）／
商
店
、
工
場
、
営
業
所
、
事
務
所
、

学
校
、
旅
館
、
学
習
塾
、
病
院
、
寺
院
な
ど
、

全
て
の
事
業
所　
※
事
業
活
動
を
行
っ
て

い
れ
ば
、
個
人（
農
・
林
・
漁
業
を
営
ん

で
い
る
な
ど
一
部
を
除
く
）も
調
査
対
象

で
す
。　
商
業
統
計
調
査
／
総
合
商
社
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
ド
ラ
ッ
グ
ス

ト
ア
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
な
ど
、
卸
売

業
、
小
売
業
に
属
す
る
民
営
の
事
業
所　

【
調
査
方
法
】調
査
員
調
査
／
一
定
規
模
以

下
の
事
業
所
・
企
業
に
対
し
て
、
県
が
任

命
し
た
調
査
員（
必
ず
調
査
員
証
を
携
行
）

が
伺
い
直
接
調
査
票
を
配
布
し
、
記
入
し

た
調
査
票
を
後
日
回
収
す
る（
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
の
回
答
も
可
）　
本
社
等
一
括

調
査
／
国
の
契
約
す
る
民
間
事
業
所
が
、

組
織
の
本
社
な
ど
に
傘
下
の
事
業
所
の
調

査
票
を
一
括
し
て
郵
送
で
配
布
し
、
記
入

済
み
の
調
査
票
を
郵
送
ま
た
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
回
収
す
る　
国
・
埼
玉
県
ま
た

は
上
尾
市
に
よ
る
調
査
／
事
業
所
に
調
査

票
を
送
付
し
、
回
収
す
る　
【
調
査
結
果

の
利
用
】総
務
省
・
経
済
産
業
省
で
調
査

結
果
を
取
り
ま
と
め
、刊
行
物
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
な
ど
で
公
表
し
、
地
方
消
費
税
の

配
分
、
国
内
総
生
産（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）な
ど
国
民

経
済
計
算
推
計
、
経
済
対
策
な
ど
、
国
や

地
方
公
共
団
体
の
行
政
施
策
の
重
要
な
基

礎
資
料
と
し
て
活
用
す
る

　
　
　
　

経済センサス
キャラクター

日
本
年
金
機
構
か
ら
年
金
受
給

者
に
年
金
振
込
通
知
書
を
郵
送

�

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル　

０
５
７
０
―０５
―１
１
６
５

�

大
宮
年
金
事
務
所　

６
５
２
―３
３
９
９

　
年
金
振
込
通
知
書
は
、
金
融
機
関
な
ど

の
口
座
振
込
で
年
金
の
受
け
取
り
を
し
て

い
る
年
金
受
給
者
に
、
毎
年
６
月
に
１
年

分
の
年
金
支
払
額
な
ど
を
ま
と
め
て
お
知

ら
せ
す
る
も
の
で
す
。
年
金
支
払
額
の
金

額
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
な
ど
は
、
当
月

と
次
回
以
降
の
年
金
支
払
額
な
ど
を
記
載

し
た
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
。

　
年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る
保
険

料（
税
）額
と
個
人
住
民
税
額
は
、
左
表
の

担
当
課
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

保険料(税) 担当課 電話 ファクス

介護保険料 高齢介護課 775-5127 776-8872

国民健康保険税

保険年金課

775-5136

775-9827

後期高齢者医療保険料 775-5125

個人住民税 市民税課 775-5131 775-9846

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
・
耐
震

改
修
の
補
助
制
度

�

建
築
安
全
課　

７
７
５
―８
４
９
０

�

７
７
５
―９
９
０
６

　
昭
和
５6
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
し
た
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とき ところ 対象 費用・金額　※記載のないものは「無料」 定員 持ち物内容
申し込み　※記載のないものは「当日、直接会場へ」 問い合わせ

木
造
戸
建
て
住
宅
の
耐
震
診
断
・
耐
震
改

修
に
対
し
て
、
予
算
の
範
囲
内
で
費
用
の

一
部
を
補
助
し
ま
す
。　
※
い
ず
れ
の
補

助
金
に
も
交
付
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
診
断
や
工
事
の
契
約
を
行
う
前
に
補
助

申
請
を
行
い
、
交
付
決
定
後
に
契
約
を
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

●
耐
震
診
断
補
助
制
度

次
の
①
～
④
の
全
て
に
該
当
し
て
い
る

こ
と
／
①
当
該
住
宅
に
居
住
し
、
市
税
を

完
納
し
て
い
る
②
当
該
住
宅
を
本
人
ま
た

は
そ
の
２
親
等
以
内
の
親
族
が
所
有
し
て

い
る
③
在
来
軸
組
工
法
ま
た
は
枠
組
壁
工

法
の
２
階
建
て
以
下
④
診
断
は
建
築
士
事

務
所
登
録
の
事
務
所
ま
た
は
建
設
業
の
許

可
業
者
に
所
属
す
る
建
築
士
が
実
施　

【
補
助
の
金
額
】耐
震
診
断
に
要
し
た
費

用
の
２
分
の
１
の
額（
千
円
未
満
切
り
捨

て
）。
た
だ
し
上
限
３
万
円
ま
で

●
耐
震
改
修
補
助
制
度

次
の
①
～
⑥
の
全
て
に
該
当
し
て
い
る

こ
と
／
①
当
該
住
宅
に
居
住
し
て
い
る
か

居
住
を
予
定
し
、
市
税
を
完
納
し
て
い
る

②
当
該
住
宅
を
本
人
ま
た
は
そ
の
２
親
等

以
内
の
親
族
が
所
有
し
て
い
る
③
在
来
軸

組
工
法
ま
た
は
枠
組
壁
工
法
の
２
階
建
て

以
下
④
耐
震
診
断
の
結
果
、
地
震
に
対
し

て
安
全
な
構
造
で
は
な
い
と
判
定
さ
れ
た

⑤
現
行
の
耐
震
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め

の
耐
震
改
修
で
あ
る
⑥
改
修
設
計
は
建
築

士
事
務
所
登
録
の
事
務
所
ま
た
は
建
設
業

の
許
可
業
者
に
所
属
す
る
建
築
士
が
実
施

し
、
改
修
工
事
は
建
設
業
の
許
可
業
者
が

行
う　
【
補
助
の
金
額
】耐
震
改
修
に
要
し

た
費
用
の
23
㌫
。
た
だ
し
上
限
40
万
円
ま

で

花火の種類と金額(₁発当たり)
種　類 金　額

₃号玉 5,000円
₄号玉 10,000円
₅号玉 15,000円
₇号玉 30,000円
10号玉 60,000円

上尾市観光協会  775－5917・ 775－502４

秘書政策課  775－38４9・ 775－9861

あげお花火大会の協賛者を募集

春の叙勲・褒章
危険業務従事者叙勲

　各企業や団体、市民の皆さんなどから協賛をお願いしています。
「誕生（出産）、入学（園）、卒業（園）、合格、成人、入社、結婚、新築、
会社設立、定年」などを記念した花火の申し込みを受け付けます。
協賛者（事業所）名は、花火大会宣伝リーフレットに掲載し新聞折り
込みでお知らせする他、花火大会会場で紹介します。また花火大会
会場の協賛者席へ招待します。申し込み・協賛金の振り込みは₆月
20日㈮までです。　※詳しくは問い合わせてください。

₈月₂日㈯19時～（雨天の場合は₉日㈯）　 平方地区の荒川河
川敷（開平橋からリバーサイドフェニックスゴルフ場まで）

8月2日㈯
開催

　市内の受章者を紹介します（敬称略）。
●平成26年春の叙勲
　瑞宝小綬章
　　飯島　邦宏（税務行政事務功労）
　　松尾　四郎（法務行政事務功労）
　瑞宝双光章
　　川田　哲也（地方自治功労）
　瑞宝単光章
　　山﨑　一人（印刷業務功労）
●平成26年春の褒章
　緑綬褒章
　　安部　清子（社会奉仕活動功績）
　黄綬褒章
　　島村　光正（業務精励）
　藍綬褒章
　　川名　俊行（調停委員功績）
●第22回危険業務従事者叙勲
　瑞宝双光章
　　金子　健二（警察功労）
　　木村　安男（消防功労）
　　久郷　正夫（消防功労）
　　前川　義德（警察功労）
　　光谷　　佑（警察功労）
　　矢代　宣彦（警察功労）
　瑞宝単光章
　　大久保　美智男（消防功労）
　　横島　　茂（警察功労）

種　類 金　額
10号玉(₂発) 100,000円
スターマイン 300,000円
大スターマイン 600,000円
特大スターマイン 1,000,000円
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平
成
25
年
度
　
情
報
公
開
制
度
・

個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況

�

総
務
課　

７
７
５
―４
９
６
3

�

７
７
５
―９
８
１
９

　
市
民
の
知
る
権
利
を
尊
重
し
、
市
民
に

信
頼
さ
れ
る
開
か
れ
た
市
政
の
発
展
を
目

的
に
情
報
公
開
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

ま
た
個
人
の
権
利
利
益
の
保
護
と
、
公
正

で
信
頼
さ
れ
る
市
政
を
推
進
す
る
た
め
個

人
情
報
保
護
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

■
情
報
公
開
制
度

　
市
が
保
有
し
て
い
る
行
政
文
書
を
請
求

ま
た
は
申
出
に
基
づ
い
て
公
開
す
る
制
度

で
す
。
平
成
2５
年
度
の
公
開
の
請
求
・
申

出
の
受
付
件
数
は
、
66
件
で
し
た（
表
１
）。

　
公
開
の
請
求
ま
た
は
申
出
を
受
け
た
行

政
文
書
は
、
原
則
と
し
て
全
て
を
公
開
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
特
定
の
個

人
が
識
別
さ
れ
る
個
人
情
報
や
法
令
な
ど

の
規
定
に
よ
り
公
に
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
情
報
な
ど
が
含
ま
れ
る
行
政
文
書
は
、

非
公
開
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
対
象
の
行
政
文
書　
市
職
員
が
職
務
上

で
作
成
し
、
ま
た
は
取
得
し
た
文
書（
図

画
、
写
真
、
磁
気
テ
ー
プ
、
磁
気
デ
ィ
ス

ク
な
ど
も
含
む
）な
ど
で
す
。

●
請
求
ま
た
は
申
出
の
方
法　
情
報
公
開

コ
ー
ナ
ー（
市
役
所
１
階
）ま
た
は
各
担
当

課
で
、
所
定
の
用
紙
を
用
い
て
行
い
ま

す
。
市
は
請
求
ま
た
は
申
出
が
あ
っ
た
日

か
ら
1５
日
以
内
に
公
開･

非
公
開
の
決
定

を
し
、
請
求
者
ま
た
は
申
出
人
に
文
書
で

公
開
の
日
時
を
、
非
公
開
の
場
合
は
そ
の

理
由
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
不
服
申
し
立
て　
請
求
し
た
人
が
非
公

開
ま
た
は
部
分
公
開
と
し
た
決
定
に
納
得

で
き
な
い
場
合
に
は
、
不
服
申
し
立
て
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
弁
護
士
な
ど
の

専
門
家
で
構
成
さ
れ
た
審
査
会
に
内
容
の

調
査･

審
議
を
諮
問
し
、
そ
の
答
申
に
基

づ
い
て
改
め
て
決
定
し
ま
す
。

■
個
人
情
報
保
護
制
度

　
市
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
の

基
本
的
な
ル
ー
ル
を
定
め
た
も
の
で
す
。

こ
れ
に
よ
り
個
人
情
報
を
保
護
す
る
措
置

を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
自
分
の
個
人
情

報
の
開
示
・
訂
正
な
ど
を
請
求
す
る
権
利

を
保
障
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
2５
年
度
の
個
人
情
報
の
開
示
請
求

の
受
付
件
数
は
12
件
で
、
個
人
情
報
の
訂

正
な
ど
の
請
求
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

（
表
２
）。

　
収
集
す
る
個
人
情
報
は
事
務
を
行
う
に

当
た
っ
て
必
要
な
範
囲
内
の
個
人
情
報
で

す
。
思
想
、
信
条
な
ど
内
心
の
自
由
に
つ

い
て
の
個
人
情
報
や
社
会
的
差
別
の
原
因

表１　行政文書の公開についての運用状況

実施機関 受付
区分

受付
件数

処理件数 平成26
年₃月
31日現
在未処
理件数

公  開 部分
公開 非公開 取下げ 計

市　　　長
請　求 18 ₆ ₈ ₃ ₁ 18 ₀
申　出 36 ₈ 27 ₁ ₀ 36 ₀
合　計 54 14 35 ₄ ₁ 54 ₀

教育委員会
請　求 ₂ ₁ ₁ ₀ ₀ ₂ ₀
申　出 ₆ ₂ ₃ ₀ ₁ ₆ ₀
合　計 ₈ ₃ ₄ ₀ ₁ ₈ ₀

農業委員会
請　求 ₁ ₀ ₁ ₀ ₀ ₁ ₀
申　出 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀
合　計 ₁ ₀ ₁ ₀ ₀ ₁ ₀

水道事業の管
理者の権限を
行う市長　　

請　求 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀
申　出 ₁ ₀ ₁ ₀ ₀ ₁ ₀
合　計 ₁ ₀ ₁ ₀ ₀ ₁ ₀

消　防　長
請　求 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀
申　出 ₂ ₁ ₀ ₁ ₀ ₂ ₀
合　計 ₂ ₁ ₀ ₁ ₀ ₂ ₀

合　　　計
請　求 21 ₇ 10 ₃ ₁ 21 ₀
申　出 45 11 31 ₂ ₁ 45 ₀
合　計 66 18 41 ₅ ₂ 66 ₀

※「請求」とは市内に在住か在勤または在学の人などが、平成12年₄月₁
日以後に市が作成または取得した行政文書の公開を求めることをいい、

「申出」とは請求権のない人が行政文書の公開を求めること、または平成
12年₄月₁日前の行政文書の公開を求めることをいいます。
※他の実施機関は実績がありません。

表₂　個人情報の開示などの運用状況

実施機関 受付
件数

処理件数 平成26
年₃月
31日現
在未処
理件数

開　示  部分
開示 不開示 不存在 取下げ 計

市　　長 12 4 7 0 0 0 11 1
※他の実施機関は実績がありません。

表₃　会議の公開の運用状況

区　　分 公　　開
原則公開である
が、審議事項に
よっては非公開

非公開

開催件数 118 3 194

傍聴人数 　13 0 ―
※非公開の会議の開催件数194件中192件は、上尾市介護認定審査会の会
議の開催件数です。

と
な
る
恐
れ
の
あ
る
個
人
情
報
は
、
原
則

と
し
て
収
集
し
て
い
ま
せ
ん
。

■
会
議
公
開
制
度

　
会
議
公
開
制
度
は
、
市
が
設
置
す
る
各

種
の
審
議
会
・
委
員
会
・
協
議
会
な
ど
の

会
議
を
原
則
と
し
て
公
開
す
る
も
の
で

す
。

　
「
会
議
開
催
の
お
知
ら
せ
」を
情
報
公
開

コ
ー
ナ
ー
と
各
支
所
・
出
張
所
に
掲
示
し

ま
す
。
傍
聴
希
望
の
人
は
会
議
の
当
日
、

直
接
会
場
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

　
平
成
2５
年
度
の
運
用
状
況
は
表
3
の
と

お
り
で
す
。
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　毎年₆月と12月の₂回、家庭の家計簿に当たる財政
事情（収支状況）を公表しています。これは皆さんが納
めた貴重な税金や国・県からのお金がどのように使わ
れているのかをお知らせし、市政への理解を深めてい
ただくものです。

　今号では平成2５年度下半期（平成2５年10月₁日～ 2６
年₃月31日）の各会計の収支状況をお知らせします。
　この収支状況は平成2６年₃月31日現在のもので、₄
月₁日～ ₅月31日の出納整理期間の収入・支出は含
まれていません。その分を含めた平成2５年度決算は『広
報あげお』12月号でお知らせします。

平成２5年度下半期

市の収支状況
■一般会計・特別会計■
　財政課  ７７５－４２４７・ ７７６－８８７３
■水道事業会計■
　上下水道部経営総務課  ７７５－５１６０・ ７７５－９０４１

■一般会計の収支状況明細
●歳入 ●歳出

0 50 100 150 200 250 300 350

市税

国庫支出金

市債

地方交付税

県支出金

繰越金

地方消費税交付金

諸収入

使用料及び手数料

地方譲与税

その他

298.1
299.4
（99.6％）73.1

85.9（85.1％）
37.8
70.2（53.8％）

33.9
31.3（108.3％）
28.2
32.6（86.5％）

19.9
19.9（100％）
17.1
16.2（105.6％）
11.4
10.3（110.7％）
7.6
7.7（98.7％）
4.1
4.3（95.3％）
16.1
13.5（119.3％）

　 3月末収入済額
　 予算現額
（　）収入率％

民生費

総務費

公債費

教育費

土木費

衛生費

消防費

議会費

商工費

農林水産業費
予備費

221.2
233.4
（94.8％）68.6

78.0（87.9％）
64.5
64.5（100.0％）

60.2
75.1（80.2％）

51.3
58.4（87.8％）

38.8
47.6（81.5％）

22.8
23.5（97.0％）

4.3
4.4（97.7％）
4.2
4.5（93.3％）
1.5
1.7
0.2

（88.2％）

0 50 100 150 200 250

　 3月末支出済額
　 予算現額
（　）執行率％

市　　　税…市民の皆さんや法人が市に納める税金
国庫支出金… 国と市が協同で行う事務・事業に一定の割合で交付

されるお金
市　　　債… 道路や学校などの整備を行うために銀行などから借りる

お金
地方交付税… 一定水準の行政サービスを提供するため、国から交

付されるお金（国が地方に代わって徴収する地方税）
県 支 出 金… 県と市が協同で行う事務・事業に一定の割合で交付

されるお金
繰　越　金…前年度の会計から持ち越されたお金
地方消費税交付金… 消費税のうち一定割合（₅㌫のうち0．5㌫分）が人口

などに応じて全国の市町村に交付されるお金
諸　収　入… 市の預金利子や貸付金の元金収入など、他の収入に

は含まれないお金
使用料及び手数料… 施設の使用料や住民票などを取得する時にかかる手

数料
地方譲与税… 国税として徴収される自動車重量税などのうち、市

に譲与されるお金

民生費… 保育所の運営、高齢者や障害のある人へのサービス提供
などの費用

総務費…選挙、戸籍、徴税、庁舎管理などの費用
公債費…借り入れたお金の返済などの費用
教育費… 学校、図書館、公民館などの管理・運営、文化・スポー

ツ振興の費用
土木費…道路、河川、公園の整備・管理、都市整備などの費用
衛生費…ごみ・し尿の処理、環境対策、健康推進などの費用
消防費…消防施設の整備や救急活動、災害対策などの費用
議会費…議会運営などの費用
商工費…商工業の振興などの費用
農林水産業費…農林水産業の振興などの費用

■会計別　収支状況　　　　　　　　（単位：億円）

会計名 予算額 収入済額 収入率（％） 支出済額 執行率（％）
一般会計 591．3 547．3 92．6 537．4 90．9 

国民健康保険 239．6 217．6 90．8 229．1 95．6 
介護保険 120．3 117．2 97．4 106．5 88．5 

公共下水道事業 45．3 30．0 66．2 36．9 81．5 
後期高齢者医療 20．6 19．8 96．1 18．9 91．7 

合　計 １,017．1 931．9 91．6 928．8 91．3 

■水道事業会計収支　　　　　　　  （単位：億円）
予算額 収入・支出済額

収益的収入 43．0 43．9
収益的支出 40．0 37．3
資本的収入 1．6 1．9
資本的支出 15．7 11．7

給水戸数／₉万2,049戸、給水人口／22万7,562人（普及率99．7％）
※収益的収支とは、水道水をつくり皆さんの家庭に供給するな
ど、営業面の収支です。
資本的収支とは、配水管の布設など施設の建設・改良事業面の
収支です。

億円 億円
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高齢介護課  775－512４・ 776－8872

ご利用ください
高齢者サービス

　高齢者が自立し、生きがいをもって生活が送れるよう
に支援するとともに、その家族の介護負担を軽減するた
めに各種の福祉サービスや敬老事業などを行っていま
す。詳しくは高齢介護課に問い合わせてください。

●いきいきクラブ
各クラブで生きがい健康づくり、福祉の向上、地域の見

守り活動などを実施　 おおむね６0歳以上の人

●あんしん証
顔写真入りの身分証を発行。外出時の緊急連絡カード、

公共施設の料金割引時の本人確認などに利用可能　 ６0歳
以上の人（申請は本人に限る）

●緊急通報システム
緊急通報機の貸与　【機器使用料】 月額1,29６円（所得税

非課税世帯は無料）　【通話料】自己負担　 おおむね６５歳
以上で日常生活上、常時注意が必要な人

●福祉電話
福祉電話の貸与　【通話料】自己負担　 自宅に電話がな

く携帯電話もないおおむね６５歳以上で、所得税非課税世帯
の人

●徘
はい
徊
かい
高齢者等探索サービス

高齢者が端末発信機を携帯することで、所在不明になっ
た時、居場所が確認できる　 おおむね６５歳以上の在宅の
徘徊高齢者か初老期認知症の人を介護している人　 月額
237円（開始時負担2,1６0円）または５9６円　※希望した業者
により上記のいずれかの額になります。

●老人福祉センターことぶき荘
健康増進とレクリエーション（無料入浴あり）　 ６0歳以

上の人　【開館日】㈪～㈮9：30～1６：00（敬老の日を除く祝
日と12月28日～₁月₄日は休館）　※詳しくは、直接こと
ぶき荘（ 77６-22６５）に問い合わせてください。

●老人だんらんの家
だんらんの場として地区集会所などを該当事務区が開

放　 該当事務区内のおおむね６0歳以上の人

●日常生活用具の給付
火災警報機、自動消火器、電磁調理器の給付（事前に防

災の配慮が必要かどうかの調査あり）　 おおむね６５歳以
上の在宅の寝たきりまたは一人暮らしの人　※給付対象者
と世帯を構成する全員が住民税非課税が条件です。　 給
付内容ごとの基準額を超えた場合は、自己負担あり

●住替家賃の助成
民間賃貸住宅に住み、取り壊しにより他の民間賃貸住宅

への転居を求められた高齢者世帯に、転居後の家賃の一部
を₁年間助成　※立ち退き請求があった時点での相談が必
要です。　【助成金額】転居後の住宅の月額家賃から転居前
に居住していた住宅の月額家賃を減じた額（月1万円を限
度）　 市内に引き続き₁年以上居住する６５歳以上で一人
暮らしの人または６５歳以上の人を含む６0歳以上で構成する
世帯（世帯の生計中心者の前年度分の市民税所得割が非課
税の世帯）
 
●要介護高齢者等介護者慰労金

年₃回（₈・12・₄月）、月額₁万円を支給　 ６５歳以上
で、介護保険で要介護₄・₅の人、または継続してそれと
相当の状態と認められる人（介護保険施設などの入所者を
除く）と同居し、常時介護している人　※要介護高齢者等
手当の支給を受けている人を除きます。

●要介護高齢者等手当
年₃回（₈・12・₄月）、月額1万円を支給　 ６５歳以上で、

介護保険で要介護₄・₅の人、または継続してそれと相当
の状態と認められる人（介護保険施設などの入所者を除く）
で、世帯の生計中心者が所得税非課税であること　※要介
護高齢者等介護者慰労金の支給を受けている人を除きま
す。
 
●紙おむつ給付

市指定の薬局で、紙おむつと交換できる4,６90円相当の
紙おむつ券を月₁枚給付　 ６５歳以上で、介護保険で要介
護₄・₅の人、または継続してそれと相当の状態と認めら
れる人（介護保険施設などの入所者を除く）で、世帯の生計
中心者が所得税非課税であること

●敬老祝金
【贈呈額】7５歳／₅千円、77歳／₁万円、88歳／₂万円、99
歳／₃万円、100歳以上／₅万円　※₉月中旬に民生委員
が届けます。　 ₈月31日現在、市内に引き続き₁年以上
居住する7５・77・88・99歳、100歳以上の人

●敬老事業交付金
【交付額】₈月31日現在、当該事務区などの区域内に住所が
ある7５歳以上の人数に一人当たり₂千円を乗じた額　 敬
老の日の行事として敬老事業を実施する事務区など

利用できる施設

手当・給付など

その他のサービスなど
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市民協働推進課  775－４539・ 775－9819

平成26年度

事務区長を紹介します
　区会・町内会・自治会の活動地域を事務区とし、地域
の行政区域に位置付け、事務区長113人を委嘱していま
す（下表参照。敬称略、太字が各地区区長会長）。事務区
長は、地域と行政を結ぶ連絡調整の役割を担っています。

上 尾 地 区

事 務 区 名 氏　　名

緑 丘 武　藤　昭　夫

緑丘五丁目 山　﨑　武　則

上 町 田　澤　信　八

宮 本 町 小　林　　　仁

仲町一丁目 小田川　　　晃

仲町二丁目 廿　浦　　　章

愛宕一丁目 田　中　　　功

愛宕二丁目 宮　本　利　章

愛宕三丁目 松　本　　　豊

栄 町 清　水　純　治

日 の 出 鈴　木　　　勝

東 町 髙　山　國　男

陣 屋 太　田　崇　雄

二ツ宮一区 菊　池　紀　夫

二ツ宮二区 金　子　範　義

向 原 石曽根　福　吉

本町一・二丁目 戸　枝　伸　之

本町三・四丁目 齋　藤　　　滿

本町五・六丁目 池　田　　　優

春 日 岡　野　雄　二

柏座一丁目 朽　木　　　智

柏座二丁目 苗　村　利　幸

柏座三丁目 井　上　章　三

柏座四丁目 刀　根　正　克

谷津一丁目 内　田　昭　司

谷津二丁目 金　子　銀　司

富 士 見 平　田　秀　明

富士見団地 田　中　伸　幸

原 新 町 上　田　敏　夫

根貝戸団地 篠　𠩤　紀　元

上尾東団地 嶋　﨑　洋　明

ソフィア上尾 菅　　　征　裕

パーク上尾 岩　井　浩　資

レック上尾 栗　山　　　功

フィーリア上尾 宮　内　　　誠

エージオタウン 木　村　澄　代

平 方 地 区

事 務 区 名 氏　　名

南 今　川　修　一

下 宿 武　笠　昭　夫

上 宿 濵　野　秀　彥

新 田 矢　嶋　健　一

上 野 坂　上　富　男

平方領々家 新　木　英　男

上 野 本 郷 笹　原　　　武

西 貝 塚 栗　原　和　夫

丸 山 団 地 近　藤　　　愛

原 市 地 区

事 務 区 名 氏　　名

第 一 区 芳　賀　康　三

第 二 区 宮　﨑　年　三

第 三 区 石　川　　　進

第 四 区 黒　須　　　明

第 五 区 髙津戸　久　男

第 六 区 岩　瀨　熊　雄

第 七 区 本　田　耕　作

第 八 区 黒　須　　　実

第 九 区 下　里　良　男

第 十 区 山　崎　秀　夫

柳通り北区 名　取　邦　光

大 石 地 区

事 務 区 名 氏　　名

小 泉 河原塚　秀　明

下 芝 矢　部　　　茂

中 分 岸　井　英　男

藤 波 岡　野　光　髙

井 戸 木 関　口　治　男

中 妻 細　野　　　明

浅 間 台 西　脇　正　典

弁 財 田　中　　　崇

小敷谷東部 吉　澤　　　茂

小敷谷西部 原　田　嘉　明

畔 吉 東 部 髙　𣘺　政　信

畔 吉 前 原 池　田　茂　夫

畔 吉 新 田 大井川　健　一

畔 吉 雲 雀 井　原　正　一

領 家 東 部 藤　波　　　貢

領 家 西 部 松　本　貴　𠮷

三 井 冨　川　喜　久

サニータウン 有　我　尚　子

泉 台 北　村　千代樹

上 平 地 区

事 務 区 名 氏　　名

町 谷 大久保　林　一

宮 の 下 齋　藤　保　子

上 郷 髙　橋　正　一

箕 の 木 溝　川　文　守

上 新 梨 子 前　島　洋　一

久 保 安　川　　　彰

西 門 前 木　原　鐡　夫

南 須　田　　　修

南 新 梨 子 須　田　　　保

下 組 平　野　博　士

北 中 地 石　井　　　守

新 田 髙　橋　　　茂

上 組 市　村　英　一

須 ケ 谷 市ノ川　賢　一

上 平 塚 石　井　悦　夫

中 平 塚 齋　藤　安　司

下 平 塚 島　村　　　勇

平 塚 団 地 柳　橋　節　男

上尾第一団地 安　原　邦　明

シラコバト団地 鵜　殿　不盡彦

錦 町 小　牧　　　隆

大 谷 地 区

事 務 区 名 氏　　名

地 頭 方 島　田　貞　美

壱 丁 目 柳　澤　　　弘

今 泉 田　中　繁　夫

東 今 泉 及　川　和　夫

向 山 大　﨑　義　秋

大 谷 本 郷 山　田　　　博

堤 崎 𠮷　沢　　　潔

中 新 井 吉　澤　　　清

戸 崎 秋　山　　　隆

西宮下一区 増　山　一　豊

西宮下二区 北　村　　　惠

川 三　塚　隆　雄

戸 崎 団 地 三　宮　孝　志

原 市 団 地 地 区

事 務 区 名 氏　　名

原 市 団 地 新　保　　　勉

尾 山 台 団 地 地 区

事 務 区 名 氏　　名

尾山台団地 尾　上　道　雄

西 上 尾 第 一 団 地 地 区

事 務 区 名 氏　　名

西上尾第一団地 鈴　木　照　子

西 上 尾 第 二 団 地 地 区

事 務 区 名 氏　　名

西上尾第二団地 小　野　　　博


